
町章候補選考小委員会報告書 

 

第１回 町章候補選考小委員会 

平成 17年 10月 12日（水）午前 9時 30分から午後 0時まで 

開催場所：愛知川町役場 ３階 第２委員会室および第３会議室 

出席委員：宇野昌弘委員、上林貞委員、竹中秀夫委員、森隆一委員、 

宇野尚明委員、那須淳子委員、福永一枝委員、廣嶋久平委員     計８名 

 欠 席 者：なし 

会議結果 

① 町章候補選考小委員会規程について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料１） 

規程の第５条を説明。委員長・副委員長の選出方法について、協議。 

委員の互選による方法とした。 

② 委員長・副委員長の選任 

委員長に宇野尚明委員、副委員長に福永一枝委員を互選 

 
 

＜確認事項＞ 

① 町章デザイン選定要領・愛荘町「町章」デザイン募集要項について 

・・・・・・・・（資料２、資料３） 

第１３回合併協議会に提案・確認の内容について、再確認。 

 

＜報告事項＞ 

① 町章デザインの公募結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料４） 

 

＜協議事項＞ 

① 町章候補選考基準について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料５） 

町章候補選考基準については、第１３回合併協議会に提案・確認の内容について、再確認。 



② 町章採用候補作品選定方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（資料６） 

具体的な作業方法について協議 

◎第１次審査（８０点程度選定） 

受付順に作成された「公募デザイン一覧表」について、町章候補選考小委員会委員８名によ

る、事前審査を実施。１人１０作品を選定する。 

◎第２次審査（４０点程度選定） 

 第１次審査で選定された町章採用候補作品の中から、委員８名がそれぞれ５作品を選定する。 

◎第３次審査（２０点程度選定） 

第２次審査で選定された町章採用候補作品の中から、委員８名がそれぞれ３作品を選定する。      

◎最終審査（合併協議会提案５点と補欠作品３点程度選定） 

・ 第３次審査で選定された町章採用候補作品の中から、委員８名がそれぞれ５作品を選定

する。 

・ １位が５点、２位が４点、３位が３点、４位が２点、５位が１点として集計し、上位５

作品を合併協議会へ提案する。同点の場合は、委員の協議・投票により順位を決定する。 

・ 町章採用候補５作品以外に、商標上の類似調査を実施するため、最終選考で残った５作

品以外で上位３作品を補欠作品として選定し、点数の高い作品から順に補欠第１候補、

補欠第２候補、補欠第３候補として順位をつける。同点が多数存在する場合は、委員の

協議・投票により順位を決定する。 

・ 協議会へ提案する作品については、町章候補選考小委員会としての選考理由を検討し、

報告書を作成し、委員長が確認する。 

・ 類似調査を実施し、必要に応じて採用候補作品の細部をアレンジする場合がある。 

・ 類似調査の結果、問題のなかった町章採用候補作品５作品について、合併協議会に委員

長より選考理由を添え報告する。 

◎特別賞（１点を選定） 

・ 町章応募作品のうち、愛荘町の未来を担う子どもたちである、２町の町内の高校生以下

の応募の中から、「特別賞」１点を選定し、図書券５，０００円を贈呈する。なお、贈

呈は愛荘町合併記念式典で行う。 

・ ２町の町内の高校生以下の応募者全員に、「努力賞」として図書券１，０００円を贈呈

する。 

 

    以上の内容のとおり原案を一部修正のうえ、確認した。 

 



③ 第１次審査作業 

受付順に作成された「公募デザイン一覧表」について、町章候補選考小委員会委員８名による、 

事前審査を実施。１人１０作品を事前に選定し、町章候補選考小委員会開催日当日に持参。 

             （７１点選定） 

④ 第２次審査作業 

第１次審査で選定された町章採用候補作品の中から、委員８名がそれぞれ５作品選定した。      

（３２点選定） 

 
⑤ 第３次審査作業 

第２次審査で選定された町章採用候補作品の中から、委員８名がそれぞれ３作品を選定した。      

（２１点選定） 

 
⑥ 最終審査作業 

第３次審査で選定された町章採用候補作品の中から、委員８名がそれぞれ５作品の順位をつけ 

て選定した。そのうち、同点の応募受付番号「№１６」と「№２７０」について、委員によ 

る協議の結果「№１６」を協議会提案の作品とし、「№２７０」を補欠第１候補とした。また、 

補欠第２候補・補欠第３候補作品についても同点であったので、委員による協議の結果、「№ 

１２０」を補欠第２候補とし、「№１２０１」を補欠第３候補とすることに決定した。 



   
⑦ 特別賞の選定作業 

町章応募作品のうち、愛荘町の未来を担う子どもたちである、２町の町内の高校生以下の応

募の中から、「特別賞」１点を協議により選定した。 

 
 

以上 


